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介護老人福祉施設と介護老人保健施設における相談員業務の比較分析を通して，介護保険施
設における施設ソーシャルワークのあり方を検討するための基礎データを作成することを目的
とする。
無作為抽出（系統抽出法）した介護老人福祉施設500カ所および介護老人保健施設500カ所の生
活相談員・支援相談員のうち，当該施設で最も経験年数の長い相談員を対象に郵送調査を実施
した。調査時期は，2004年11～12月，回収率は48.4％である。30項目の業務内容の頻度を５段
階で尋ね，一元配置分散分析によって各業務頻度の比較を行った後，探索的因子分析によって
因子構造を把握した。その上で，各因子得点を従属変数とし，施設特性および相談員特性を独
立変数とする重回帰分析を行い，相談員業務を規定する要因の異同について考察した。
介護老人保健施設の相談員は，入退所をめぐる相談・調整業務に多くの時間を費やしている

のに対し，介護老人福祉施設の相談員は利用者の日常生活支援や地域社会と関わる幅広い業務
により頻繁に従事している。業務の因子構造では類似点もみられるが，抽出された因子数や因
子寄与率に差異が認められた。各業務因子に影響を与える要因では，介護老人福祉施設の場合
は施設特性の影響力が強く，介護老人保健施設では相談員特性のみが規定要因となっているこ
とが判明した。
施設としての役割や機能を異にする介護老人福祉施設と介護老人保健施設であるが，入所者

の権利を擁護し，その生活の質を高めるために，いずれの施設にあっても施設ソーシャルワーク
を担う相談員が果たす役割はますます重要になっていくものと考えられる。介護保険施設とし
て，利用者のニーズに最も的確に応える相談員業務の設定と必要な専門性の確保が求められる。

介護保険施設，介護老人福祉施設，介護老人保健施設，ソーシャルワーク，相談員

Ⅰ

介護保険制度の下で施設ケアサービスを提供
する介護保険施設では，平成16年度から計画担
当介護支援専門員による利用者の施設サービス
計画の作成が義務づけられたほか注1)，個室・
ユニットケアの拡充，身体拘束ゼロ運動の展開，
リスク・マネジメントの導入，苦情処理システ

ムの開発など利用者の生活とケアの質を高める
様々な取り組みが進められている。利用者の権
利を保障し，その生活の質を高めるためには，
直接的なケアを提供するスタッフに加えて，相
談員が果たす役割や機能が重要になる。相談員
は利用者やその家族に対する相談業務をはじめ，
施設内外の関係者間の調整や必要な社会資源の
開発を含む施設ソーシャルワークを実践する専
門職であるが，明確な業務規程が定められてい
ないことから業務が分散しやすく，「何でも
屋」とやゆされることも少なくない。さらに近
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年は，上述した多様な取り組みのなかでその職
務はより一層，多様化・複雑化しているものと
考えられる。
本研究は，このような状況を踏まえ，介護保

険施設の主要な施設である介護老人福祉施設と
介護老人保健施設の生活相談員・支援相談員へ
の全国調査を通して，両施設の相談員が行う業
務内容の構造とその規定要因に関する比較分析
を行い，介護保険施設における施設ソーシャル
ワークのあり方を検討するための基礎データを
作成することを目的とする。なお，介護保険施
設のもう１つの施設種別である介護療養型医療
施設は，医療施設の一部の病棟や病床によって
構成されている場合もあり，相談員の業務が他
の２施設と大きく異なることが予想されること
から，本研究の研究対象には含めないこととす
る。

高齢者の入所施設における施設ソーシャル
ワークは，日常的ケアの中にありつつも同時に
「高次元」のサービスとして存在する1)，ある
いは「専門的援助の総体」であると捉える見
解2)がある一方で，施設ソーシャルワークとケ
アワークをめぐる位置関係についていまだに定
説が成立していないとする論考もあり3)，その
位置づけをめぐっては依然として曖昧な部分が
残されている。小笠原は，老人ホームにおける
職種や職域は，老人ホームの歴史的展開に即し
て当該業務の量や頻度に対応するかたちで形成
され，少量かつ断片的な業務は，差し迫った直
接援助業務から距離を置き，全体状況の把握が
可能な生活指導員（今日の生活相談員）が担う
結果になったとし4)，相談員業務の点在化をも
たらした必然性を指摘している。介護保険法施
行前の1997年に実施された調査では5)，特別養
護老人ホームの生活指導員の業務は，利用者の
施設生活が組織的に行われるための職種間の連
携調整や諸会議への出席といった間接支援的業
務が中心となっているものの，「食事，入浴，
洗濯などの日常生活の世話」に６割弱の指導員

が従事していることが判明している。こうした
実態をふまえ，生活指導員については「１人職
場」が多い状況のなかで１つの業務にかける比
重が分散し，専門職としてのアイデンティティ
が持ちにくくストレスを感じやすくなっている
とし，地域との連携や介護計画作成を推進でき
る技術の確立を図るとともに，中心的業務を整
理しその意義や方法を明らかにすることがその
専門性の確立に不可欠であると課題提起されて
いる。
一方，介護老人保健施設の支援相談員に関す
る体系的な調査研究は見当たらない。支援相談
員は，入所者が安心して療養生活をおくれるよ
う支援するとともに，在宅生活へのスムーズな
移行を実現するための相談や調整業務にあたる
ことが求められるが，実際には経営の効率化を
図るベッドコントロール役として位置づけられ
ているとの指摘もある6)。いずれにしても，介
護保険法施行後は両施設の相談員に関する体系
的な調査研究は行われていないことから，まず
はその業務の実態を把握することが求められる。

介護老人福祉施設と介護老人保健施設は，施
設が本来果たすべき役割や機能を異にしている。
前者は，1963年に制定された老人福祉法に定め
られる特別養護老人ホームであり，介護が必要
な高齢者の生活の場を提供してきた。後者は，
病院と在宅をつなぐ中間施設として1986年の老
人保健法の改正によって制定された老人保健施
設である。ただし，中間施設とはいえ在宅復帰
が困難で特別養護老人ホームへの入所を待機し
ている入所者が数多く存在することから，「第
２の特養」と呼ばれるなど両施設の役割や機能
には重なり合う部分があることも指摘されてい
る。
平成15年介護サービス施設・事業所調査結果
の概要によると7)，施設定員は，介護老人福祉
施設で50～59人（48％）が最も多いのに対し，介
護老人保健施設では100～109人（39％）が最も多
くなっている。利用者の性別や年齢などの基本
属性について両施設間で大きな差異はみられな
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（単位 人，( )内％）

総数 介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設 χ2 検定

開設年次
昭和40年以前
昭和40年代
昭和50年代
昭和60年代
平成元～５年
平成６～10年
平成11年以降

人口規模
１万人以下
１万～５万人未満
５万～10万人
10万～30万人
30万～50万人
50万人以上

法人種別
自治体・広域連合
社会福祉法人
医療法人
その他

性別
男
女

年齢
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代以上

学歴
専門学校・短大卒
大学卒（福祉系）
大学卒（非福祉系）
その他

資格あり
介護支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士
看護師
ヘルパー２級

計画担当 と兼務
あり

注 χ2 検定では，度数がゼロの場合はカテゴリーの統合を行って検定している。
その場合には，結果は（ ）で示している。
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いが，要介護度の構成が異なり，介護老人福祉
施設の利用者に重度者が多い。さらに，両施設
の最も顕著な差異は利用者の入退所の経路およ
び在所期間である。介護老人福祉施設は，介護
保険法では「可能な限り，居宅における生活へ
の復帰を念頭におく」ことが明記されたものの，
現実には入所者の「終の棲家」となっている。
上記調査によれば，退所者の７割が死亡し，２
割強は医療機関へ転院し，家庭に戻ったものは
ごくわずかに過ぎない。他方，介護老人保健施
設では退所者の４割が家庭へ戻っているが，４
割弱が医療機関へ転院し，２割程度が介護老人
福祉施設や他の介護老人保健施設などへ移って

いる。平均在所日数は，介護老人福祉施設が
1,429日，介護老人保健施設は230日である。

Ⅱ

社会福祉施設等名簿8)および（社）全国老人保
健施設協会の正会員施設名簿9)から無作為抽出
（系統抽出法）した介護老人福祉施設500カ所
および介護老人保健施設500カ所の生活相談
員・支援相談員のうち，当該施設で最も経験年
数の長い相談員を対象に郵送調査を実施した。
調査時期は，2004年11～12月であり，介護老人

福祉施設230カ所，介護老人保健施設254
カ所，計484カ所の相談員から回答を得
た（回収率48.4％）。

調査の内容は，施設・回答者の基本属
性，相談員業務の内容（30項目），施設
サービス計画作成における役割分担，達
成状況（21項目），業務の阻害要因（16
項目），バーンアウト（６項目），悩み
（自由記述）である。このうち，相談員
業務の内容を本稿で主たる分析の対象と
した。相談員業務は， に示したとお
り，既述した1997年の先行研究を参考に，
筆者が行った相談員への事前ヒアリング
の結果を加味して選定した30項目の業務
について，「全く行っていない」から
「毎日行っている」の５段階で把握した。
分析方法は，はじめに30項目で把握さ
れた相談員業務について，その頻度およ
びそれらの介護老人福祉施設と介護老人
保健施設における差異を一元配置分散分
析によって検討した。さらに，業務の構
造を把握するために施設種別ごとに探索
的因子分析を行った。その上で，算出さ
れた各因子得点を従属変数とし，施設特
性（開設年次，人口規模，入所定員，相
談員数，介護支援専門員数）および相談
員特性（性別，年齢，勤務年数，介護支
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平均 標準偏差 分散分析

入所定員（人）
総数
介護老人福祉施設
介護老人保健施設

相談員数（人）
総数
介護老人福祉施設
介護老人保健施設

介護支援専門員数（人）
総数
介護老人福祉施設
介護老人保健施設

総経験年数（年）
総数
介護老人福祉施設
介護老人保健施設

勤務年数（年）
総数
介護老人福祉施設
介護老人保健施設

注 Ｎ．Ｓ．有意差なし

注 平均値：１＝全く行っていない～５＝毎日行っている
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援専門員資格，社会福祉士資格，介護福祉士資
格，計画担当介護支援専門員との兼務）を独立
変数として一括投入する重回帰分析を実施し，
両施設の施設ソーシャルワークを規定する要因
を析出し，それらの異同について考察する。

Ⅲ

施設の開設年次をみると，介護老人福祉施設
で古い施設が多く，介護老人保健施設は平成
６～10年に開設された施設が４割を超えて最も

多い。所在地では介護老人保健施設の方が大都
市部に比較的多く，入所定員も多い。法人種別
は，介護老人福祉施設は９割以上が社会福祉法
人であるのに対し，介護老人保健施設では７割
以上が医療法人であった。
相談員の人数は介護老人福祉施設の方が少な
く，介護支援専門員数に有意差はみられなかっ
た。相談員の総経験年数，勤務年数，年齢は，
介護老人福祉施設の方が長く（高く），学歴は，
介護老人保健施設で福祉系の大卒者が多い。ま
た性別では，介護老人福祉施設では男性，介護
老人保健施設では女性が多い。介護老人福祉施
設では半数以上が介護支援専門員，介護福祉士
の資格をもっているのに対し，介護老人保健施
設では，介護支援専門員，社会福祉士の資格保
持者が４割で，精神保健福祉士，看護師，ヘル
パー２級などの「その他」の資格保持者がやや
多い。なお，介護老人福祉施設で21％，介護老
人保健施設で７％の者が計画担当介護支援専門
員を兼務している。

30項目で把握された業務頻度の平均値を施設
種別ごとに に示した。両施設を通じて頻繁
に行われている業務は，「施設内の他職種との
連絡・調整」「記録の作成」であり，最も頻度
の少ないのは「経理事務」である。両施設の業
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因子名 業務内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ 共通性

地域調整

地域との交流
ボランティアの調整
実習生の指導
地域の社会資源の開発・連携
行事の企画・準備・運営

運営管理

施設経営への参加
調査・研究
経理事務
施設内研修の企画・運営
スーパービジョンの授受
施設内会議の準備・運営

相談

利用者・家族との相談面接
利用者間の人間関係調整
苦情対応
研修参加
記録の作成

介護関連
レクリエーション補助
利用者の介護
施設設備のメンテナンス

退所関連
退所計画の作成
施設外会議への参加
利用者・家族へのアフタケア

連絡・
調整

施設内の他職種との連絡･調整
関係機関との連絡・調整

代行 公的手続きの代行
私有財産の保全・保管

個別対応 短期入所の受け入れ調整
利用者の付き添い・送迎

入所関連 入所判定
利用者・家族の入所前相談

因子寄与
因子寄与率（％）
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務頻度の平均値の差異の有無を一元配置分散分
析によって検討すると，頻度に差異のみられな
い業務は，「施設内会議の準備・運営」「施設外
会議への参加」「経理事務」「施設経営への参
加」「地域の社会資源の開発・ネットワーキン
グ」「研修参加」「苦情対応」である。一方，介
護老人保健施設の相談員がより頻繁に行ってい
る業務は，「利用者・家族の入所前相談」「入所
判定」「利用者・家族との相談面接」「短期入所
の受け入れ調整」「退所計画の作成」「利用者・
家族へのアフタケア」「施設内の他職種との連
絡・調整」「関係機関との連絡・調整」「記録の
作成」など，利用者の入退所をめぐる相談・調
整業務である（Ｐ＜0.05）。それ以外の13の業
務は，介護を含む利用者の日常生活支援や施設
全体の運営・管理，地域社会と関わる業務など

であり，介護老人福祉施設の相談員の方がより
頻繁に業務を行っている（Ｐ＜0.05）。

30項目で把握された相談員業務の構造を把握
するため，施設種別ごとに探索的因子分析（主
成分分析，バリマックス回転）を実施した。介
護老人福祉施設については９因子（累積因子寄
与率62.07％），介護老人保健施設については８
因子が抽出された（累積因子寄与率59.04％）。
介護老人福祉施設の第１因子は，地域との交
流やボランティアの調整など地域社会資源の調
整に関わる項目で構成されていることから「地
域調整」業務とする。第２因子は，施設経営や
施設内の研修，会議の企画・運営に関わる項目
で構成される施設の「運営管理」業務とする。
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因子名 業務内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 共通性

運営管理

施設内研修の企画・運営
研修参加

施設内会議の準備・運営
地域の社会資源の開発・連携

地域調整

行事の企画・準備・運営

地域との交流
レクリエーション補助

入退所
関連

利用者・家族の入所前相談

退所計画の作成
短期入所の受け入れ調整

連絡・
調整

施設内の他職種との連絡･調整
記録の作成
関係機関との連絡・調整

相談
利用者間の人間関係調整
利用者・家族へのアフタケア
利用者・家族との相談面接

個別対応
利用者の介護

施設経営への参加

施設設備のメンテナンス

代行 公的手続きの代行
私有財産の保全・保管

因子寄与
因子寄与率（％）

経営関連

施設外会議への参加
スーパービジョンの授受
調査・研究
実習生の指導

ボランティアの調整

入所判定

利用者の付き添い・送迎

経理事務

苦情対応

Ⅷ
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第３因子は，利用者・家族との相談面接や人間
関係調整業務などが含まれていることから「相
談」業務とする。第４因子は，介護，レクリ
エーション補助など施設内において展開される
「介護関連」業務である。第５因子は，退所計
画の作成や利用者・家族へのアフタケアなどを
含む「退所関連」業務である。第６因子は，施
設内および関係機関との「連絡・調整」業務で
ある。第７因子は，公的手続きの代行や利用者
の私有財産の保全・保管を行う「代行」業務で
ある。第８因子は，短期入所の受け入れ調整お
よび利用者の付き添い・送迎で構成されること
から，利用者への「個別対応」業務とする。第
９因子は，入所判定と入所相談で構成されるこ
とから「入所関連」業務とする 。
一方，介護老人保健施設については，抽出さ

れた各因子は介護老人福祉施設のそれらと類似
はしているものの，因子寄与率とともに，各因
子を構成する業務項目が異なるものも少なくな
い。第１因子は，会議や研修の企画・運営に関
わる項目で構成されるため「運営管理」業務と
するが，介護老人福祉施設の第２因子とは異な
り施設経営や経理事務は含まれていない。第２
因子は地域との交流やボランティアの調整など
の「地域調整」業務である。第３因子は，入所
関連業務に加えて，介護老人福祉施設では別の
因子に所属していた退所業務や短期入所の調整
業務を含むため「入退所関連」業務とする。第
４因子は，施設内および関係機関との「連絡・
調整」業務である。第５因子は，利用者・家族
との相談面接や人間関係調整業務などが含まれ
ていることから「相談」業務とする。第６因子
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地域調整 運営管理 相談 介護関連 退所関連 連絡・調整 代行 個別対応 入所関連

開設年次
人口規模
入所定員
相談員数
介護支援専門員数
性別
年齢
勤務年数
介護支援専門員資格
社会福祉士資格
介護福祉士資格
計画担当兼務

Ｒ2

注 数字は標準化係数βを表す ＊ｐ＜0.05 ＊＊ｐ＜0.01

運営管理 地域調整 入退所関連 連絡・調整 相談 個別対応 代行

開設年次
人口規模
入所定員
相談員数
介護支援専門員数
性別
年齢
勤務年数
介護支援専門員資格
社会福祉士資格
介護福祉士資格
計画担当兼務

注 数字は標準化係数βを表す ＊ｐ＜0.05 ＊＊ｐ＜0.01

経営関連

Ｒ2
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は，利用者の介護や付き添い・送迎に加えて苦
情対応業務が含まれていることから，介護老人
福祉施設の因子にある「介護関連」業務とせず
に「個別対応」業務とする。第７因子は，施設
経営や経営事務などの業務を含むことから「経
営関連」業務である。第８因子は，公的手続き
の代行や利用者の私有財産の保全・保管を行う
「代行」業務とする 。

両施設の相談員業務の規定要因を析出するた
めに，各因子得点を従属変数とし，施設特性お
よび相談員特性を独立変数として一括投入する
重回帰分析を行った。
介護老人福祉施設では，相談員業務に影響を

及ぼす要因の多くは施設特性であり，「開設年
次」が４つの業務因子の規定要因となっている。
開設年次の古い施設において「地域調整」「介

護関連」「代行」の各業務がより頻繁に行われ
ており，「退所関連」業務は少なく，この他，
「入所定員」「相談員数」も影響を与えている。
入所定員が多い施設では「相談」「入所関連」
業務が多いが，「運営管理」業務は少なく，相
談員数が多いことは「運営管理」業務頻度を高
くしている。一方，相談員特性では，介護福祉
士および社会福祉士の資格の有無と性別のみで
ある。介護福祉士の資格の有無は２つの業務因
子の規定要因となっており，資格を保持してい
ることが付添・送迎を含む「個別対応」業務頻
度を高め，「連絡・調整」業務の頻度を低くし
ている。また，社会福祉士の資格を保持し，男
性であることも「個別対応」業務頻度を高める
要因となっている 。
これに対し，介護老人保健施設では，相談員
特性のみが業務因子に対する有意な規定要因と
なっており，施設特性の影響は認められない。
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最も多くの業務因子に規定力を有するのは性別
であり，男性であることが「運営管理」「経営
関連」「個別対応」業務頻度を高め，「入退所関
連」業務の頻度を低くしている。この他，年齢，
介護支援専門員資格の影響も認められる。年齢
の高い相談員は「地域調整」業務により頻繁に
従事する一方，若い相談員は「連絡・調整」
「代行」業務により頻繁に従事している。また，
介護支援専門員資格を保持している相談員は
「運営管理」業務により頻繁に従事し，「地域
調整」業務頻度は減少する。男性であることに
加えて社会福祉士資格および介護福祉士資格を
保持している相談員は，「経営関連」業務によ
り頻繁に従事する傾向が認められる 。

Ⅳ

既存調査の結果から，介護老人福祉施設と介
護老人保健施設に一定の差異が存在することが
明らかにされているが，本研究の結果から，両
施設の相談員の基本属性およびその業務内容に
ついても多くの点で差異がみられることが判明
した。基本属性の差異は，介護老人福祉施設に
おいて設立年の古い施設が多いことや，入所定
員が少ない小規模な施設が多いために相談員が
１人しかいないことに起因しているものと思わ
れる。社会福祉士・介護福祉士が資格化される
以前，介護職員のほとんどが「寮母」と呼ばれ
る女性職員で占められていた時代には，相談員
は数少ない男性職員であることが多く，施設設
備のメンテナンス，運転を伴う送迎，運営管理
など「寮母」に担うことが難しいとされる業務
を任されることが少なくなかったものと思われ
る。今日の介護老人福祉施設において相談員に
男性が多く，その業務内容に幅広い業務が含ま
れていることは，このような特別養護老人ホー
ムにおける実践が引き継がれていると考えるこ
とができる。また，保持資格の有無をみると，
介護老人福祉施設の相談員では「介護福祉士」
の資格保持者が多い。既存の調査からも明らか
になっているように，特別養護老人ホームにお
いては相談員は利用者の介護を含む日常生活支

援に関わる業務に携わる機会が少なくなかった。
このような経緯から，介護老人福祉施設におけ
る相談員が社会福祉士よりも介護福祉士の資格
を保持する傾向にあるものと思われる。
次に，相談員業務の内容についてみると，介
護老人保健施設の相談員は，利用者の入退所を
めぐる相談・調整業務に多くの時間を費やして
いるのに対して，介護老人福祉施設の相談員の
場合は，利用者の日常生活支援や施設全体の運
営管理や地域社会と関わる幅広い業務により頻
繁に従事している。この結果は，介護老人福祉
施設の相談員が依然として「何でも屋」と呼ば
れる状況におかれていることを示していると
いってよい。しかしながら，その業務内容を
1997年調査と比較してみると，特徴的な変化と
して「利用者の介護」が６割から５割へ，「レ
クリエーション補助」業務が７割から５割へと
減少する一方，利用者・家族への面接や苦情処
理，関係機関との連携などの業務頻度が上昇し
ており，介護保険制度の下で相談員の業務がケ
アワークからケアマネジメント業務にシフトし
ていることがうかがわれる注2）。この点は，介
護老人福祉施設では相談員が計画担当介護支援
専門員を兼務している割合が比較的多いことに
も表れている。介護老人福祉施設の相談員は，
その業務範囲や専門性の曖昧さがかねてより問
題とされてきたが，本研究の結果は，これまで
相談員が担ってきたソーシャルワークおよびケ
アワークに加えて，新たにケアマネジメント業
務が追加され，相談員業務の多様化が一層進ん
でいることを示唆している。こうした業務の多
様化に対するとまどいは，本研究の別の設問で
ある「業務における悩み」の自由回答において
も記述されている10)。介護保険施設に計画担当
介護支援専門員の配置が義務づけられ，施設内
の各専門職間で業務内容の見直しと新たな連携
や協働の必要性が生じている。とりわけ，ソー
シャルワークとケアマネジメントについては業
務内容が重なり合う部分も少なくないことから，
概念，実践，役割分担を含めてあらためてその
異同について検討されることが必要であろう。
他方，利用者の入退所関連業務に頻繁に従事し
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ていることが判明した介護老人保健施設の相談
員については，入退所業務が中心となり利用者
の施設生活における の維持・向上に十分
に関与できていないことが懸念される結果が示
されている。本研究では，業務の内容を頻度の
観点から分析することにとどまり，その業務が
利用者の必要としている支援と合致しているか
どうかに関する分析には踏み込んでいないが，
今後は，利用者の視点から業務の意味や効果に
ついても検討していくことが課題である。
さらに，相談員業務の因子数は，介護老人福

祉施設で９因子，介護老人保健施設で８因子と
なっており，１因子の差ではあるが，介護老人
福祉施設の相談員業務の方がより複雑な業務構
造となっていると考えられる。介護老人福祉施
設では，「介護関連」業務が介護老人保健施設
にはみられない単独の因子として抽出されたほ
か，「入所関連」「退所関連」業務が別因子とし
て抽出されているのが特徴的である。一方，介
護老人保健施設では，「経営関連」業務が「運
営管理」業務とは別因子となっているほか，入
所業務と退所業務は「入退所関連」業務として
単一の因子にまとまっている。なお，抽出され
た因子に対しては同一名称が与えられた場合で
も因子を構成する項目に差異があること，抽出
された因子には類似性が認められる一方，各因
子がもつ寄与率が異なる点には注意が必要であ
る。
最後に，施設ソーシャルワークに与える要因

についても明確な差異が認められた。介護老人
福祉施設では，施設ソーシャルワーク業務は施
設特性によって規定される傾向があり，とりわ
け開設年次の与える影響が大きい。開設年次の
古い施設では，地域への関わりを重視するとと
もに，利用者の介護や代行など利用者の日常生
活に密着した業務が相談員によって行われてい
る。これらの業務は，措置の時代における特別
養護老人ホームにおける実践を引き継いでいる
ものと思われるが，介護保険制度の新たな理念
や仕組みの下で施設の建て替えや職員の交代が
進む中，利用者の生活の質を高めるために維持
すべき業務と見直すべき業務のあり方を検討し，

施設の新旧や規模を問わず，相談員による質の
高いサービスが提供できるような施設環境の整
備が求められる。一方，介護老人保健施設では，
施設特性による影響はみられず，相談員特性の
みが規定要因となっており，性別，年齢，資格
の有無による影響が認められた。相談員が２人
配置されている施設では，それぞれの専門性を
生かして役割を分担することが可能であると思
われるが，相談員が１人職場である場合にはこ
うした対応が不可能であり，業務の過多や偏り
が生じる懸念がある。多様な業務を担わなけれ
ばならない相談員が，利用者の求める専門的な
支援を行うために必要な資質や条件について，
さらに検討していくことが必要であろう。

Ⅴ

本来，施設としての役割や機能が異なる介護
老人福祉施設と介護老人保健施設であるが，入
所者の権利を擁護し，その生活の質を高めるた
めに，いずれの施設にあっても施設ソーシャル
ワークを担う相談員が果たす役割は一層重要に
なっていくものと考えられる。本研究では，両
施設における相談員業務の現状分析を行ったが，
今後は，各施設の利用者のニーズに最も的確に
応える相談員の専門性と業務を析出し，既存・
新規業務に関する施設内の役割分担の明確化を
図り，スムーズな連携と協働のあり方を検討し
ていくことが課題である。

1) 入所定員19人以下の小規模施設などで，一部に

経過措置がもうけられている。

2) 1997年調査では，頻度を４段階で捉えている。

ここでは「頻繁に行っている」「行っている」を

統合した数値を用い，５段階で把握した本調査

の「毎日行っている」「頻繁に行っている」「毎

日行っている」の合計値と比較した。
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